
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和６年度の対象年齢は            の方です。 

  

年 度 対象年齢 対象生年月日 

令和６年度 

74 歳以上 

昭和 25 年 9 月 16 日までに生まれた方 

令和７年度 

昭和 26 年 9 月 16 日までに生まれた方 

令和８年度 75 歳以上 

隔年ごとに１歳ずつ引き上げ最終的には75歳まで引き上げます。 

該当者の方へは 9 月頃に福祉委員会より記念品をお届けします。 

⾼齢者を敬う事業（旧称：敬⽼会） 

対象年齢についてのお知らせ 


